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生計維持関係等の認定基準及び認定の取扱いについて

生計維持・生計同一関需の認定基準及び認定の取扱いについては、 f生計維

持関係等の認定基準及び認定の取扱いについてJ (昭和 61年4月30日庁保険

発第 29号社会保険庁年金保険部国民年金課長・業務第一課長園業務第二課長連

名通知)等!こより取り扱われてきたところであるが、今般、国民年金法等の一

部を改正する法律(平成 22年法律第 27帯。以下「障害年金加算改善法j とい

う。)の施行に伴い、併せて関連通知の整理等を行うこととし、別添の f生計

維持・生計同一関係等に係る認定基準及びその取扱いについてJ(以下「認定基

準j という。)により生計維持関係等の認定基準及び認定の取扱いを行うことと

したので遺I[惑のないよう取り扱われたい。

なお、本通知の発出に伴い、 「事実婚関係の認定についてJ (昭和 55年5月

16日庁保発第 15号社会保険庁年金保険部長通知)、「事実婚関係の認定事務に

ついてJ (昭和田年5月16日庁保険発第 13号社会保険庁年金保険部厚生年金

保険課長・国民年金課長・業務第一課長・業務第二課長連名通知)、 「生計維

持関係等の認定基準及び認定の取扱いについてJ(昭和 61年4.F) 30日庁保険発

第 29号社会保険庁年金保検部国民年金課長・業務第一課長・業務第二課長連名

通知)及び「生計維持関係等の認定基準の一部改正についてJ(平成 6年 11月9

日庁文発第 3235号社会保険庁運宮部年金指導課長通知)を廃止することとした

ので申し添える。



[男IJ添]

生計維持田生計同一関係等に係る認定基準及びその取扱いについて

1 総論

(1) 生計維持認定対象者

(2) 生計向一認定対象者

2 生計維持関係等の認定日

(1) 認定日の確認

(2) 確認の方法(別表 1関係)

3 生計同一に関する認定要件

(1) 認定の要件

(2) 認定の方法(別表 2関係)

4 収入に関する認定要件

(1) 認定の要件

(2) 認定の方法(別表 3関係)

5 事実婚関係

(1) 認定の要件

(2) 除外の範囲

(3) 離婚後の内縁関係の取扱い

(4) 認定の方法(別表 5関係)

6 重婚的内縁関係

(1) 認定の要件

(2) 重婚的内縁関係に係る調査



1 総論

(1)生計維持認定対象者

次に掲げる者(以下「生計維持認定対象者Jという。)に係る生計維持関係

の認定については、 2の生計維持関係等の認定自において、 3の生計間一要件及

び4の収入要件を満たす場合(⑦及び⑨にあっては、 2の生計維持関係等の認定

日において、 3の生計同一要件を満たす場合。)に受給権者又は死亡した被保険

者若しくは被保険者であった者と生計維持関係があるものと認定するものとす

る。

ただし、これにより生計維持関係の認定を行うことが実態と著しく懸け離れ

たものとなり、かつ、社会通念上妥当性を欠くこととなる場合には、この限り

でない。

① 老齢基礎年金のいわゆる振替加算等の対象となる者

② 障害基礎年金(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和 60年法律第 34

号。以下「昭和 60年改正法Jという。)による改正前の由民年金法による

欝害年金を含む。)の加算額の対象となる子

③ 遺族基礎年金の受給権者

④ 昭和 60年改正法による改正後の国民年金法による寡婦年金の受給権者

⑤ 老齢j享生年金の加給年金額の対象となる配偶者及び子

⑥ 障害厚生年金の加給年金額の対象となる配偶者

⑦ 昭和60年改正法による改正前の厚生年金保険法による障害年金の加給年

金額の対象となる配偶者及び子

⑧ 遺族厚生年金(昭和 60年改正法による改正後の厚生年金保険法による特

例遺族年金を含む。)の受給権者

⑨ 昭和60年改正法による改正前の船員保険法による障害年金の加給年金額

の対象となる配偶者及び子

(2) 生計同一認定対象者

次に掲げる者(以下 r生計同一認定対象者Jという。)Iこ係る生計間一関係

の認定については、 2の生計維持関係等の認定日において、 3の生計同一要件を

満たす場合に受給権者又は死亡した被保険者若しくは被保険者であった者と生

計同一関係があるものと認定するものとする。

ただし、これにより生計間一関係の認定を行うことが実態と著しく懸け離れ

たものとなり、かつ、社会通念上妥当性を欠くこととなる場合には、この限り

でない。

① 遺族基礎年金の支給要件及び加算額の対象となる子

② 死亡一時金の支給対象者



③ 未支給年金及び未支給の保険給付の支給対象者

2 生計維持関係等の認定自

(1)認定日の確認

生計維持認定対象者及び生計間一認定対象者に係る生計維持関係等の認定を

行うに当たっては、次に掲げる生計維持関係等の認定を行う時点(以下「認定

日」という。)を確認した上で、認定日において生計維持関係等の認定を行う

ものとする。

① 受給権発生日

② 老齢厚生年金に係る加給年金額の加算開始事由に該当した日

③ 老齢基礎年金に係る振替加算の加算開始事由!こ該当した日

④ 障害厚生年金及び障害基礎年金並びに障害年金の受給権発生後において、

当該受給権者が次のいずれかに該当する者である場合にあっては、次に掲

げる臼

ア 障害年金加算改善法(以下 f法Jという。)施行日の前日において、加

給年金額及び加算額の加算の対象となっていない配偶者及び子を有する

場合にあっては、法施行日の前日(平成 23年3月31日)

イ 法施行日以後において、新たに生計維持関係がある配偶者及び子を有

するに至った場合にあっては、当該事実が発生した日(以下「事実発生

日Jという。)

ウ 法施行日以後において、加給年金額及び加算額の加算の対象となって

いない子を有する場合にあっては、当該子が新たに障害等級の 1級又は 2

級に該当する障害の状態となった日(以下「現症臼j という。)

工 法施行日以後において、加給年金額及び加算額の加算の対象となって

いない子を有し、受給権者の配偶者等に対して当該子に係る児童扶養手

当が支給されている場合にあっては、児童扶養手当の額が決定、改定又

は停止となった月の前月の末日、若しくは障害基礎年金又は障害年金の

当該子に係る加算の届出日

(2)確認の方法

これらの認定日の確認については、受給権者からの申出及び認定日の内容に

応じ別表 1の書類の提出を求め行うものとする。



3 生計同一に関する認定要件

(1)認定の要件

生計維持認定対象者及び生計開一認定対象者に係る生計同一関係の認定に当

たっては、次に該当する者は生計を閉じくしていた者又は生計を閉じくする者

に該当するものとする。

① 生計維持認定対象者及び生計間一認定対象者が配偶者又は子である場合

ア 住民票上向一世帯に罵しているとき

イ 住民票上世帯を異にしているが、住所が住民票上向ーであるとき

ウ 住所が住民票上異なっているが、次のいずれかに該当するとき

(ア) 現に起居を共にし、かつ、消費生活上の家計を一つにしていると

認められるとき

(イ) 単身赴任、就学又は病気療養等の止むを得ない事情により住所が

住民票上異なっているが、次のような事実が認められ、その事情が

消滅したときは、起居を共にし、消費生活上の家計を一つにすると

認められるとき

(ア) 生活費、療養費等の経済的な援助が行われていること

(イ) 定期的に音信、訪問が行われていること

② 生計維持認定対象者及び生計同一認定対象者が死亡した者の父母、孫、祖

父母又は兄弟姉妹である場合

ア 住民票上同一世帯に属しているとき

イ 住民票上世帯を異にしているが、住所が住民票上関ーであるとき

ウ 住所が住民票上異なっているが、次のいずれかに該当するとき

(ア) 現に起居を共にし、かつ、消費生活上の家計を一つにしていると

認められるとき

(イ) 生活費、療養費等について生計の基盤となる経済的な援助が行わ

れていると認められるとき

(2) 認定の方法

これらの事実の認定については、受給権者から別表 2の書類の提出を求め行

うものとする。

4 収入に関する認定要件

(1)認定の要件

① 生計維持認定対象者(障害厚生年金及び障害基礎年金並びに障害年金の生

計維持認定対象者は除く。)に係る収入に関する認定に当たっては、次のい



ずれかに該当する者は、厚生労働大臣の定める金額(年額850万円)以上の

収入を将来にわたって有すると認められる者以外の者に該当するものとす

る。

ア 前年の収入(前年の収入が確定しない場合にあっては、前々年の収入)が

年額850万円未満であること。

イ 前年の所得(前年の所得が確定しない場合にあっては、前々年の所得)が

年額655. 5万円未満であること。

ウ 一時的な所得があるときは、これを除いた後、前記ア又はイに該当する

こと。

エ 前記のア、イ又はウに該当しないが、定年退職等の事情により近い将来

(おおむね5年以内)収入が年額850万円未満又は所得が年額655.

5万円未満となると認められること。

② 障害車生年金及び障害基礎年金の生計維持認定対象者に採る収入に関す

る認定に当たっては、次のいずれかに該当する者は、厚生労働大臣の定める

金額(年額850万円)以上の収入を有すると認められる者以外の者に該当す

るものとする。

ア 前年の収入(前年の収入が確定しない場合にあっては、前々年の収入)が

年額850万円未満で、あること。

イ 前年の所得(前年の所得が確定しない場合にあっては、前々年の所得)が

年額655. 5万円未満であること。

ウ 一時的な所得があるときは、これを験いた後、前記ア又はイに該当する

ニと。

エ 前記のア、イ又はウに該当しないが、定年退職等の事情により現に収入

が年額850万円未満又は所得が年額655. 5万円未溝となると認めら

れること。

(2)認定の方法

これらの認定については、受給権者からの申出及び生計維持認定対象者の状

況に応じ別表 3の書類の提出又は提示を求め行うものとする。

5事実婚関係

(1)認定の要件

事実婚関係にある者とは、いわゆる内縁関保にある者をいうのであり、内縁

関係とは、婚姻の届出を欠くが、社会通念上、夫婦としての共同生活と認めら

れる事実関係をいい、次の要件を備えることを要するものであること。



① 当事者間に、社会通念上、夫婦の共間生活と認められる事実関係を成立

させようとする合意があること。

② 当事者聞に、社会通念上、夫婦の共同生活と認められる事実関係が存在

すること。

(2)除外の範囲

前記(1)の認定の要件を満たす場合であっても、当該内縁関係が反倫理的な

内縁関係である場合、すなわち、民法第 734条(近親婚の制限)、第 735条(直系

姻族聞の婚掘禁止)又は第 736条(養親子関係者間の婚姻禁止)の規定のいずれか

に違反することとなるような内縁関係にある者(以下「近親婚者j という。)

については、これを事実婚関係にある者とは認定しないものとすること。

ただし、厚生年金保険法、国民年金j去、船員保険法による死亡を支給事由と

する給付(未支給の保険給付及び未支給年金を含む。)及び加給年金額並びに

振替加算の生計維持認定対象者及び生計同一認定対象者に係る生計維持関係等

の認定において、次に掲げるすべての要件に該当する近親婚者については、過

去の判例を踏まえ、日本年金機構本部及びj草生労働省年金局に対し、その取扱

いについて協議を行うものとすること。

① 三親等の傍系由族問の内縁関係にあること。

② 内縁関係が形成されるに至った経緯が、内縁関係が開始された当時の

社会的、時代的背景に照らして不当ではないこと。

③ 地域社会や期間に抵抗感なく受け入れられてきた内縁関係であること。

④ 内縁関係が長期間(おおむね 40年程度以上)にわたって安定的に継続さ

れてきたものであること。

(3)離婚後の内縁関係の取扱い

離婚の扇出がなされ、戸籍簿上も離婚の処理がなされているにもかかわらず、

その後も事実上婚姻関係と開様の事情にある者の取扱いについては、その者の

状態が前記(1)の認定の要件に該当すれば、これを事実婚関係にある者として

認定するものとすること。

(4)認定の方法

これらの事実婚関係及び生計同一関係の認定については、 3の(1)の①によ

るものとし、受給権者、生計維持認定対象者及び生計間一認定対象者からの申

出並びに別表 5の書類の提出を求め行うものとする。



6 重婚的内縁関係

(1 )認定の要件

届出による婚姻関係にある者が重ねて他の者と内縁関係にある場合の取扱い

については、婚姻の成立が届出により法律上の効力を生ずることとされているこ

とからして、届出による婚姻関係を優先すべきことは当然であり、従って、届出

による婚姻関係がその実体を全く失ったものとなっているときに限り、内縁関係

にある者を事実婚関係にある者として認定するものとすること。

なお、内縁関係が重複している場合については、先行する内縁関係がその実

体を全く失ったものとなっているときを除き、先行する内縁関係における配偶

者を事実婚関係にある者とすること。

① 「届出による婚姻関係がその実株を全く失ったものとなっているときJ

には、次のいずれかに該当する場合等が該当するものとして取扱うことと

すること。

ア 当事者が離婚の合意に基づいて夫婦としての共同生活を廃止している

と認められるが戸籍上離婚の届出をしていないとき

イ 一方の悪意の遺棄によって夫婦としての共同生活が行われていない場

合であって、その状態が長期間(おおむね 10年程度以上)継続し、当事者

双方の生活関係がそのまま固定していると認められるとき

② 「夫婦としての共同生活の状態にないJといい得るためには、次に掲げ

るすべての要件に該当することを要するものとすること。

ア 当事者が住居を異にすること。

イ 当事者聞に経済的な依存関係が反復して存在していないこと。

ウ 当事者聞の意思の疎通をあちわす音信又は訪問等の事実が反復して存

在していないこと。

(2)重婚的内縁関係に係る調査

重婚的内縁関係にある者を「婚姻の題出をしていないが事実上婚姻関係と同

様の事情にある者Jとして認定するには、届出による婚姻関係がその実体を全

く失ったものとなっていることを確認することが必要であり、このため、次の

調査を行い、その結果を総合的に勘案して事実婚関係の認定を行うものとする

こと o

なお、この調査は、相手方の任意の協力を得て行うものであるとともに、本

人のプライバシーに関係する問題でもあるので、慎重に取り扱うものとするこ

と。

① 戸籍上の配偶者に対して、主として次の事項について、婚姻関係の実態

を調査すること。



なお、戸籍上の配偶者の住所は、戸籍の附票(住民基本台帳法第 16条~

第 20条参照)により確認することとすること。

ア 別居の開始時期及びその期間

イ 離婚についての合意の有無

ウ 別居期間中における経済的な依存関係の状況

エ 別居期間中における音信、訪問等の状況

② 前記①による調査によっても、なお不明な点がある場合には、いわゆる

内縁関係にある者に対しでも調査を行うこと。

③ 厚生年金保険法及び船員保険法の朱支給の保険給付並びに国民年金法の

来支給年金についても間諜の取扱いとすること。

この取扱いは、平成 23年4月1日から適用するものとすること。



別表 1 生計維持関係等の認定日関係

認定Eの区分 認定日の内容 | 提出書類 ! 
① 受給権発生日 i不要 ( 

…ム…老岳民主会1:: -f*.@ 1.10給与時時一一一一叶 j 

) の加算開始事由に該当した臼

( 老齢基礎年金に係る振替加算の|不要 … i 
(3) 
) 加算開始事由に該当した日 ; 

障害年金加算改善法施行自の前 i不要 i 
④ーア 日

②婚羽田、出生同養子縁組!戸籍謄(抄}示又は登録原票記載事項証明!

日 !番 i
@事実婚関係の開始国 民れそ:n古住民主;世帯全員jゐ写j伝子!

!!こ掲げる審類又は事実婚関係の開始日!こ係!

;る第三者(民生委員、病院長、施設長、事 j

l業主、隣人等であって、受給権者、生計維j

i持認定対象者及び生計同一認定対象者の | 

!民法上の三親等内の親族は含まない。以下i

i同じ。)の証明書 i 
a白十同一関係の問点白一 l毛n-tnの逗民主{白書全員jゐ~， J.¥IJ表:4

|lこ掲げる書類又は生計同一関係の開始日14
!係る第三者の証明書 l 

④ーイ ー……_.."，-………ー…一一… mi ぺ
②収入又は所得が減少した年の i源泉徴収票、課税証明書又は確定申告書等i
翌年の初日(ただし平成問こ!収入額及び所得額を確認することができる早

あっては 3月 31日 類 j 

⑧今後見込まれる収入がi恒常的(労働契約書、労働条件通知号、雇用契約書 j

に減少することが確定した日 i又は役員報酬改定を議決した議事録の写 i 

個以ほお山由間関係者車時点問問同
!格者証又は役員変更・退任を議決した議事 i 
l録の写若しくは事業主が発行した退職証明 l 

i書 i

合主ぶ札母出瓦事芸品均一弱点差包ゐ主人ムイおおぶ缶詰時五;E-j
目、廃業日又は休業日の翌日 |人事業廃業居、解散・休業等異動事項の記 i

明 J平?門的見.i目的問F里子持!



④一ウ

kを議決した議事録の写 j 
②その他②----@に準ずる場合 iその他事実発生日を証する書類 i 

i…w…刊リ白…一……一……n 山…e

現症日 i樟害の状態に関する医師又は歯科医師の診 j

!断書 j 
γ一……一…一…………山… 1

⑦児童扶養手当の額の決定丹、 !児童扶養手当証書、児童扶養手当額改定通;

改定丹又は停止月の前月の来日|知書、児童扶養手当額支給停止通知書又は j

⑧ーェ !児童扶養手当額調書の写 i 
@届出回 ;児童扶養手当証書又は児童扶養手当額改 i

)定通知書の写 i 

別表 2 生計間ーに関する認定関係

認定対象者の状況産分

⑦ーア

①ーイ

①ーウー(ア)

①ーウー(イ)

②ーア

②ーイ

②ーウー(ア)• 

②ーウー(イ)

提出書類

別世帯となっていることについての理由書

それぞれの住民票(世帯全員)の写

同居についての申立書

別世帯となっていることについての理由書

第三者の証明書文は別表 4に掲げる書類

それぞれの住民票(世帯全員)の写

見IJ居していることについての理由書

経済的援助及び定期的な音信、訪問等についての申立書

第三者の証明書又は別表 4に掲げる書類

同居についての申立書

第三者の証明書文は別表 4に掲げる書類

それぞれの住民票(世帯全員)の写

経済的援助についての申立書

第三者の証明書又は別表 4に掲げる書類



別表 3 収入に関する認定関係

1 本文 4のけ)の①及び②のア文はイに該当する者に添付を求める書類

前年若しくは前々年の源泉徴収票、課税証明書、確定申告書等収入額及び所

得額を確認することができる書類又は認定対象者が次の表左欄(ただし、認定

対象者が障害淳生年金及び障害基礎年金に係る生計維持認定対象者である場合

にあっては、次の表(1)の③及び(2)の④の適用は除く。)に掲げる者である場

合にあっては表右摘に掲げる書類

…語討会主「一……認定持者伝説一…一[……一一…民主主語 l 
(1)配偶者 [①健康保|民訪問問一…… i控訴時;担保問時……

父母 !②国民年金の第 3号被保険者 |第 j 号被保険者認定主知書文I~~年盃)
祖父母 手帳(第 3号被保険者である旨の記載!

iがあるものに限る。

I@公日年金の加お年金額対象者又は加{年金~iE言及び裁定通知書 ; 

| 算額対象者

i@由民会保険同点字主的存i昨年金時点免除担金五郎日i
例者又は若年者納付猶予者 i国民年金保険料免1徐申請承認通知書 i

j等 i

[@令官{宗iE受給者一 ……………岸詮開i自民五通知舎内 i 

(肝係 ;①義務教育終了記 (不要 ) 
!φ健民保険等の被扶養者 i健療保険被保険者証等 i 
iφ高等均等在学"ぶ…“ 畑町 ωl主主主唱えj均五年… 川 i 
l④公的年金の加給年金額対三者又は加除金証書及び裁定通知書 i 
i 算額対象者 i 

2 本文 4の(1)の①及び②のウ又はエに該当する者に添付を求める書類

前年若しくは前々年の源泉徴収票、課税証明書、確定申告書等収入額及び所

得額を確認することができる書類並びに当該事情を証する書類等



別表 4 生計同一関係を証明する書類(別表 1及び尉表 2関係)

事項 | 提出守類 1 
①健康保険等の被扶養者になっている場合 j健康保険被保険者証等の写 ! 

ぬ羽生以品開会!とふ記長場合…除弱点完全首長年ゐ……!

|均一一房長一二i
l預金通帳問細…金書留 l
封筒等の写

説仰がる1:.平均場合…… ………一!弘事実主計五時 ! 

別表 5 事実婚関係及び生計同一関係に関する認定関係

本文 5の(1)に該当する者に添付を求める書類

婚姻の意思についての当事者それぞれの申立書(当事者が死亡している場合に

あっては死亡者に係る婚姻の意思についての第三者の証明書。ただし、当事者の一

方が、死亡者が受給していた公的年金に係る加給年金額対象者であり、かつ、死亡

の当時、当該受給権者と同居していた場合にあっては、この限りではない。)及び認

定対象者が次の表左欄に掲げる者である場合にあっては表右欄に掲げる書類

況
…

状
…の…

者
一

象
…

対
一

定
…

認
…
ア
一
イ

一一一
①
…
①
 

提出書類

①ーウー(ア)

別世帯となっていることについての理由番

第三者の証明書又は別表 6に掲げる審類

それぞれの住民票(世帯全員)の写

同居についての申立書

別世帯となっていることについての理由審

第三者の証明書及び別表 6に掲げる書類

それぞれの住民票(世帯全員)の写

別居していることについての理由書

経済的援勤及び定期的な音信、訪問等についての申立書

第三者の証明書及び別表 61こ掲げる書類

①ーウー(イ)



別表 6 事実婚関係及び生計同一関係を証明する書類(別表 1及び別表 5関係)

認定対象者の状況 | 提出書類

①健康保険の被扶養者になっている場合 |健康保険被保険者証の写

②給与計算上、時手当の対象玩二モいる場合 隔弱冠賃金台帳等の写

③同一人の死亡について、他制度から遺族給付が !他制度の遺族年金証書等の写

行われている場合

④挙式、披露宴等が最近(1年以内)に行われている|結婚式場等の証明書又は挙式、披露宴等

場合 iの実施を証する書類

⑤葬儀の喪主になっている場合

⑥その他①~⑤のいずれにも該当しない場合

葬儀を主催したことを証する書類(会葬御

礼の写等)

その他内縁関係の事実を証する書類(連

名の郵便物、公共料金の領収証、生命保

険の保険証、未納分の税の領収証又は賃

貸借契約書の写等)



地方厚生(支)局長殿

年発川日第 」号

平成23年3J9 .~:臼

厚 生 労 働 省 年 金 局 長

(公印省略)

生計維持関係等の認定基準及び認定の取扱いについて

生計維持関係等の認定については、 「事実婚関係の認定についてJ (昭和 55

年 5月 16日庁保発第 15号社会保険庁年金保険部長通知)、 「事実婚関係の認

定事務についてJ (昭和 55年5月 16日庁保険発第 13号社会保険庁年金保険部

厚生年金保険課長・菌民年金課長・業務第一課長・業務第二課長連名通知)、

「生計維持関係等の認定基準及び認定の取扱いについてJ(昭和 61年4月初日

庁保険発第 29号社会保険庁年金保険部国民年金課長・業務第一課長・業務第二

課長連名通知)及び r生計維持関係等の認定基準の一部改正についてJ(平成 6

年 11月9日庁文発第 3235号社会保険庁運営部年金指導課長通知)Iこより認定を

行っているところであるが、障害基礎年金及び障害厚生年金等の額の加算に係

る子及び配偶者の範囲を拡大する措置を講ずる「国民年金法等の一部を改正す

る法律J (平成 22年法律第 27号)及び「菌民年金法等の一部を改正する法律

の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令J(平成 22年政令第 194

号)に伴い、標記に係る毘直しを行ってきたところである。

今般、日本年金機構が実施する具体的な生計維持関係等の認定基準及び認定

の取扱いについては、別添「生計維持・生計間一関係に係る認定基準及びその

取扱いについてJ (年管発00第00号、平成 23年O月O日付け厚生労働省年

金局長通知) (以下「認定基準通知Jという。)により平成 23年4月1日から取

扱うよう日本年金機構年金担当理事長あて通知したので、御了知いただくとと

もに、貴管内市区町村に標記認定基準及びその取扱いについて周知方よろしく

取り計らわれたい。

なお、認定基準通知の発出に伴い、 「事実婚関係の認定についてJ (昭和 55

年 5月 16日庁保発第 15号社会保険庁年金保険部長通知)、 「事実婚関係の認

定事務についてJ (昭和 55年5月 16日庁保険発第 13号社会保険庁年金保険部

厚生年金保険課長祖国民年金課長・業務第一課長・業務第二課長連名通知)、



「生計維持関係等の認定基準及び認定の取扱いについてJ(昭和 61年 4月30日

庁保険発第 29号社会保険庁年金保険部菌民年金課長国業務第一課長・業務第ニ

課長連名通知)及び r生計維持関係等の認定基準の一部改正についてJ(平成 6

年 11月9臼庁文発第 3235号社会保険庁運営部年金指導課長通知)を廃止するこ

ととしたので申し添える。



年発計万第

平成23年3月

号

日

厚生

車生労働省年金局長

生計維持関係等の認定基準及び認定の取扱いについて

生計維持関係等の認定については、 「事実婚関係の認定についてJ (昭和 55

年 5月 16日庁保発第 15号社会保険庁年金保険部長通知〉、 「事実婚関係の認

定事務についてJ (昭和 55年5月 16日汁保険発第 13号社会保険庁年金保険部

厚生年金保険課長・国民年金課長・業務第一課長・業務第二課長連名通知)、

「生計維持関係等の認定基準及び認定の取扱いについてJ(昭和 61:年 4月初日

庁保険発第 29号社会保険庁年金保険部国民年金課長・業務第一課長・業務第二

課長連名通知)及び r生計維持関係等の認定基準の一部改正についてJ(平成 6

年 11月9日庁文発第 3235号社会保険庁運営部年金指導課長通知)により認定を

行っているところですが、障害基礎年金及び障害厚生年金等の額の加算に係る

子及び配偶者の範囲を拡大する措置を講ずる「国民年金法等の一部を改正する

法律J (平成 22年法律第 27号)及び「国民年金法等の一部を改正する法律の

施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令J (平成 22年政令第 194

号)に伴い、標記に係る見直しを行ってきたところです。

今般、日本年金機構が実施する具体的な生計維持関係等の認定基準及び認定

の取扱いについて、別添 f生計維持・生計同一関係に係る認定基準及びその取

扱いについてJ (年管発00第00号、平成 23年O月O日付け厚生労働省年金

局長通知) (以下「認定基準通知Jという。)により平成 23年4月1日から取扱

うよう日本年金機構年金担当理事長あて通知したので、御了知いただくととも

に、貴下組合等に腐知方よろしく取り計らい願います。

なお、認定基準通知の発出に伴い、 「事実婚関係の認定についてJ (昭和 55

年 5月 16白庁保発第 15号社会保険庁年金保険部長通知)、 「事実婚関係の認

定事務についてJ (昭和 55年5月 16日庁保険発第 13号社会保険庁年金保険部



厚生年金保険課長繍国民年金課長・業務第一課長・業務第二課長連名通知)、

「生計維持関係等の認定基準及び認定の取扱いについてJ(昭和 61年 4月30日

庁保険発第 29号社会保険庁年金保験部国民年金課長・業務第一課長・業務第二

課長連名通知)及び「生計維持関係等の認定基準の一部改正についてJ(平成 6

年 11月9日庁文発第 3235号社会保険庁運営部年金指導課長通知)を廃止するこ

ととしたので、申し添えます。



。生計維持関係等の認定基準及び認定の取扱いについて新旧対照表(案)

改 正 後 現 行

0生計維持関係等の認定基準及び認定の取扱いについて O生計維持関係等の認定基準及び認定の取扱いについて

(平成23年O月O日) (昭和 61年4月30日)

(年発000第00号) (庁保険発第 29号)

(厚生労働省年金局長から日本年金機構理事長宛通知) (各都道府県民生主管部(局)保険・国民年金主管課(部)長あて社会保

験庁年金保険部国民年金・業務第一・ニ課長連名通知)

生計維持・生計陪一関係の認定基準及び認定の取扱いについては、 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和 60年法律第 34号。以下

f生計維持関係等の認定基準及び認定の取扱いについてJ (昭和 61 F昭和 60年法律第 34号」という。)の施行に伴い、政令で定めるこ

年4月30日庁保険発第 29号社会保険庁年金保険部国民年金課長・業 ととされた老齢基礎年金及び障害基礎年金の加算額対象者、遺族基礎

務第一課長・業務第二課長連名通知)等により取り扱われてきたとこ 年金等の受給権者並びに老齢厚生年金等の加給年金額対象者及び遺

ろであるが、今般、国民年金法等の一部を改正する法律(平成 22年法 族厚生年金の受給権者に係る生計維持関係の認定に関し必要な事項

律第 27号。以下「韓害年金加算改善法Jという。)の施行に伴い、金 については、国民年金法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和 61

せて関連通知の整理等を行うこととし、見IJ添の f生計維持量生計同一 年政令第 53号)及び冨民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴

関係等に係る認定基準及びその取扱いについてJ(以下「認定基準」と う経過措置に関する政令(昭和61年政令第54号)により定められたと

いう。)により生計維持関係等の認定基準及び認定の取扱いを行うこと ころであり、また、生計接持関係の諒定に関する収入要件については、

としたので遺憾のないよう取り扱われたい。 昭和 61年3月31日庁保発第 14号「国民年金法等における遺族基礎

なお、本通知の発出に伴い、 「事実婚関係の認定について」 (昭和 年金等の生計維持の認定に係る厚生大臣が定める金額について」をも

55年5月 16日庁保発第 15号社会保険庁年金保験部長通知)、 「事実 って年金保険部長から都道府県知事あて通知されたところであるが、

婚関係の認定事務についてJ(昭和田年5月16日庁保険発第 13号社 これら給付に係る生計維持関係等の認定基準及び認定の取扱いにつ

会保険庁年金保険部厚生年金保険課長・国民年金課長・業務第一課長・ いては、別添「生計維持・生計同一関係に係る器定基準及びその取扱

業務第一課長連名通知)、 「生計維持関係等の認定基準及び認定の取 いについてlJ以下「認定基準jという。)により行うこととしたので

扱いについてJ(昭和 61年4月30日庁保険発第 29号社会保険庁年金 遺憾のないよう取り扱われたい。

1 



保険部国民年金課長・業務第一課長・業務第二課長連名通知)及び f生 i また、遺族基礎年金の支給要件及び加算額の対象となる子、死亡一

計維持関係等の認定基準の一部改正についてJ (平成 6年 11月9日庁|時金の支給対象者並びに来支給年金及び未支給の保険給付の支給対

文発第 3235号社会保険庁運営部年金指導課長通知)を廃止することと i象者に係る生計間ーの認定基準及び認定の取扱いについても当該認

したので申し添える。 I定基準!こより行うこととしたので遺幡のないよう取り扱われたい。

[別添] I [別添]

生計維持・生計同一関係笠に係る認定基準及びその取扱いについて| 生計維持 g 生計同一関保に係る認定基準及びその取扱いについて

L盤強

(1) 生計維持認定対象者

(2) 生計同一認定対象者

2 生計維持関係等の認定日

(1) 認定日の確認

(2) 確認の方法(別表 1関係)

3 生計同一に関する認定要件

(1) 認定の要件

(2) 認定の方法(別表 2関係)

4 収入に関する認定要件

(1) 認定の要件

(2) 認定の方法(別表 3関係)

5 事実婚関係

(1) 認定の要件
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(2) 除外の範囲

(3) 離婚後の内縁関係の取扱い

(4) 認定の方法(別表 5関係)

6 重婚的内縁関係

(1 ) 認定の方法

(2) 重婚的内縁関係に保る調査

1 総論 1 総論

(1)生計維持認定対象者

次に掲げる者(以下「生計維持認定対象者Jという。)に係る生計 I(1) 次に掲げる者(以下 f生計維持認定対象者Jという。)に係る生

維持関係の認定については、 2 の生計維持関係等の認定日において、 ~I 計維持関係の認定については、之の生計向一要件及び主の収入要件を

の生計同一要件及び4の収入要件を満たす場合(⑦及び⑨にあっては、!満たす場合に受給権者文は死亡した被保験者若しくは被保険者であ

2の生計維持関係等の認定日において、 3の生計同一要件を満たす場|った者と生計維持関保があるものと認定するものとする。

金~に受給権者又は死亡した被保険者若しくは被保険者であった者

と生計維持関係があるものと認定するものとする。

ただし、これにより生計維持関係の認定を行うことが実態と著しく! ただし、これにより生計維持関係の認定を行うことが実態と著しく

懸け離れたものとなり、かつ、社会通念上妥当性を欠くこととなる場|懸け離れたものとなり、かつ、社会通念上妥当性を欠くこととなる場

合には、この限りでない。 合には、この限りでない。

① 老齢基礎年金のいわゆる振替加算等の対象となる者 ① 老齢基礎年金のいわゆる振替加算等の対象となる者

② 障害基礎年金(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和 6QI② 障害基礎年金(昭和 60年法律第 34号による改正前の国民年金法

年法律第 34号。以下 f昭和 60年改正法」という。)による改正 i による障害年金を含む。)の加算額の対象となる子

前の国民年金法による障害年金を含む。)の加算額の対象となる

子
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③ 遺族基礎年金の受給権者 ③ 遺族基礎年金の受給権者

④ 昭和 60年盈正迭による改正後の臣民年金法による寡婦年金の i④ 昭和60年法律第34号による改正後の麗民年金法による寡婦年金

受給権者 | の受給権者

⑤ 老齢厚生年金の加給年金額の対象となる記偶者及び子 |⑤ 老齢厚生年金の加給年金額の対象となる配偶者及び子

⑥ 障害厚生年金の加給年金額の対象となる配偶者 ⑥ 障害厚生年金の加給年金額の対象となる配偶者

⑦ 昭和 60年改正法による改正前の厚生年金保険法による樟害年

金の加給年金額の対象となる配鵠者及び子

@遺族厚生年金(昭和 60年盈正迭による改正後の厚生年金保設 1m遺族厚生年金(昭和 60年法律第 34号による改正後の厚生年金保

法による特例遺族年金を含む。)の受給権者 i 険法による特例遺族年金を含む。)の受給権者

⑨ 昭和 60年改正法による改正前の船員保険法による障害年金の

加給年金額の対象となる配偶者及び子

(2) 生計同一認定対象者

次に掲げる者 C以下 f生計間一認定対象者」という。)に係る生計 1(2) 次に掲げる者に係る生計同一関係の認定については、 2の生計

同一関係の認定については、 2の生計維持関係等の認定自において、 31同一要件を満たす場合に受給権者文は死亡した被保験者若しくは被

の生計同一要件を満たす場合に受給権者文は死亡した被保険者若しく|保険者であった者と生計同一関係があるものと認定するものとする。

は被保陰者であった者と生計同一関係があるものと認定するものとす|この場合において、兄弟姉妹に係る認定については、 2の(1)の②に

る。 I主金皇(J)主主盈L

ただし、これにより生計同一関係の認定を行うことが実態と著しく| ただし、これにより生計同一関係の認定を行うことが実態と著しく

懸け離れたものとなり、かつ、社会通念上妥当性を欠くこととなる場|懸け離れたものとなり、かつ、社会通念上妥当性を欠くこととなる場

合にはL この限りでない。 合にはこの限りでない。

①遺族基礎年金の支給要件及び加算額の対象となる子 ① 遺族基礎年金の支給要件及び加算額の対象となる子
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② 死亡一時金の支給対象者

③ 未支給年金及び未支給の保険給付の支給対象者

2 生計維持関係等の認定日

(1)認定日の確認

生計維持認定対象者及び生計同一認定対象者に係る生計維持関係等

の認定を行うに当たっては、次に掲げる生計維持関係等の認定を行う

時点{以下「認定日Jという。)を確認した上で、認定日において生

計維持関係等の認定を行うものとする。

⑦ 受給権発生日

② 老齢厚生年金に採る加給年金額の加葬開始事由に該当した日

③ 老齢基礎年金に係る振替加算の加算開始事由に該当した日

④ 障害厚生年金及び障害基礎年金並びに障害年金の受給権発生後に

おいて、当該受給権者が次のいずれかに該当する者である場合にあ

っては、次に掲げる日

ア 障害年金加算改善法(以下「法Jという。)施行自の前自におい

て、加給年金額及び加算額の加算の対象となっていない配偶者及

び子を有する場合にあっては、法施行自の前日(平成 23年3月31

日)

イ 法施行日以後において、新たに生計維持関係がある配偶者及び

子を有するに至った場合にあっては、当該事実が発生した日(以

下「事実発生日Jという。)

② 死亡一時金の支給対象者

③ 未支給年金及び朱支給の保険給付の支給対象者
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ウ 法施行日以後において、加給年金額及び加算額の加算の対象と

なっていない子を有する場合にあっては、当該子が新たに障害等

級の 1級文は 2級に該当する障害の状態となった日(以下 F現定

日j という。)

工 法施行日以後において、加給年金額及び加算額の加算の対象と

なっていない子を有し、受給権者の配偶者等に対して当該子に係

る児童扶義手当が支給されている場合にあっては、児章扶養手当

の額が決定、改定又は停止となった月の前月の末日、若しくは障

害基礎年金文は樟害年金の当該子に係る加算の届出目

(2)確認の方法

これらの認定日の確認については、受給権者からの申出及び認定日

の内容に応じ知表 1の書類の提出を求め行うものとする。

3 生計同一に関する認定要件

(1)認定の要件

2 生計同一に関する認定要件

生計維持認定対象者及び生計同一器定対象者に係る生計開一関係の I(1) 生計維持認定対象者に係る生計同一関係の認定にあたっては、

認定に当たっては、次に該当する者は生計を同じくしていた者又は生|次に該当する者は生計を同じくしていた者文は生計を同じくする者

計を同じくする者に該当するものとする。 Iに該当するものとする。

① 生計維持認定対象者及び生計間一認定対象者が配偶者又は子であ|① 生計維持認定対象者が配偶者又は子である場合

る場合

ア 住民票上同一世帯に属しているとき ア 住民票上院一世帯に属しているとき
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イ 住民票上世帯を異にしているが、住所が住民票上同一であると

き

ウ 住所が住民票上巽なっているが、次のいずれかに該当するとき

(ア)現に起居を共にし、かつ、消費生活上の家計を一つにしてい

ると認められるとき

(イ)単身赴任、就学又は病気療養等の止むを得ない事構により住

所が住民票上異なっているが、次のような事実が認められ、その

事情が消滅したときは、起居を共にし、消費生活上の家計を一つ

にすると認められるとき

(ア) 生活費、療養費等の経済的な援助が行われていること

(イ) 定期的に音信、訪問が行われていること

② 生計維持認定対象者及び生計同一認定対象者が死亡した者の父

母、孫、祖父母又は兄弟姉妹である場合

ア 住民票上同一世帯に属しているとき

イ 住民票上世帯を異にしているが、住所が住民票上同一であると

き

ウ 住所が住民票上異なっているが、次のいずれかに該当するとき

(ア)現に起居を共にし、かつ、消費生活上の家計を一つにしてい

ると認められるとき

(イ)生活費、療養費等について生計の基盤となる経済的な援助が

行われていると認められるとき

(2) 認定の方法

これらの事実の認定については、受給権者から別表乏の書類の提出
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イ 住民票上世帯を異iこしているが、住所が住民票上同一であると

き

ウ 住所が住民票上異なっているが、次のいずれかに該当するとき

(ア)現に起居を共にし、かつ、消費生活上の家計を一つにしてい

ると認められるとき

(イ)単身赴任、就学文は病気療養等の止むを得ない事情により住

所が住民票上異なっているが、次のような事実が認められ、その

事情が消滅したときは、起居を共にし、消費生活上の家計を一つ

にすると認められるとき

(ア)生活費、療養費等の経済的な援助が行われていること。

(イ)定期的に畜信、訪問が行われていること o

② 生計維持認定対象者が死亡した者の父母、孫又は祖父母である場

A 
ロ

ア 住民票上問一世帯に属しているとき

イ 住民票上世帯を異にしているが、住所が住民票上同一であると

き

ウ 住所が住民票上異なっているが、次のいずれかに該当するとき

(ア)現に起居を共にし、かつ、消費生活上の家計を一つにしてい

ると認められるとき

(イ):生活費、療養費等について生計の基盤となる経済的な援助が

行われていると認められるとき

(2) 認定の方法

これらの事実の認定については、受給権者から別表 1の書類の提出



を求め行うものとする。 を求め行うものとする。

生収入に関する認定要件 3 収入に関する認定要件

(1)認定の要件

ill 生計維持認定対象者(障害厚生年金及び樟害基礎年金並びに障害 1i1よ 生計維持認定対象者に係る収入に関する認定にあたっては、次

年金の生計維持認定対象者は験く。)に係る収入に関する認定に当 lのいずれか!こ該当する者は、厚生大臣の定める金額(年額600万円)

たっては、次のいずれかに該当する者は、厚生労働大臣の定める金|以上の収入を将来にわたって有すると認められる者以外の者に該当

額(年額~8 5旦万円)以上の収入を将来にわたって有すると認められ|するものとする。

る者以外の者に該当するものとする。

ア 前年の収入(前年の収入が確定しない場合にあって辻、前々年

の収入)が年額850万円未満であること。

イ 前年の所得(前年の所得が確定しない場合にあっては、前々年

の所得)が年額655. 5万円未満であること。

ウ 一時的な所得があるときは、これを除いた後、前記ア又はイ

に該当すること。

エ 前記のア、イ文はウに該当しないが、定年退職等の事情によ

り近い将来(おおむね5年以内)収入が年額宣豆立万円未満又

は所得が年額655. 5万円未満となると認められること。

② 障害車生年金及び障害基礎年金の生計維持認定対象者に係る収入

に関する認定に当たっては、次のいずれかに該当する者は、厚生労

働大臣の定める金額(年額850万円)以上の収入を有すると認めら

れる者以外の者に該当するものとする。

8 

ア 前年の収入(前年の収入が確定しない場合にあっては、前々年

の収入)が年額600万円未満であること。

イ 前年の所得(前年の所得が確定しない場合にあっては、前々年

の所得)が年額430-5万円未満であること。

ウ 一時的な所得があるときは、これを除いた後、前記ア又はイに

該当すること。

工 前記のア、イ又はウに該当しないが、定年退職等の事情により

近い持来収入が年額600万円未満又は所得が年額430-5万

円未満となると認められること。

【収入額等の改正通知}

0生計維持関係等の認定基準の一部改正について

(平成6年 11月9日)



ア 前年の収入(前年の収入が確定しない場合にあっては、前々年

の収入)が年額850万円未満であること。

イ 前年の所得(前年の所得が確定しない場合にあっては、前々年

の所得)が年額655. 5万円未満であること。

ウ 一時的な所得があるときは、これを除いた後、前記ア文はイに

該当すること。

エ 前記のア、イ文はウに該当しないが、定年退職等の事情により

現に収入が年額850万円未溝又は所得が年額655. 5万円未

満となると認められること。
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(庁文発第3235号)

(都道府県民生主管部(局)保険主管課(部)長・国民年金主管

諜(部)長あて社会保険庁運営部年金指導課長通知)

生計維持関係の認定に関する収入要件については、平成6年

1 1月9日庁保発第三六号「国民年金法等における遺族基礎年

金等の生計維持の認定に係る厚生大臣が定める金額についてJ

をもって運営部長から都道府県知事あて通知されたところで

あるが、この厚生大臣が定める金額の引上げに伴い、昭和 61 

年4月30日庁保険発第 29号『生計維持関係等の認定基準及

び認定の取扱いについて」の一部を次のように改正し、平成6

年 11月9日より適用する。

1 認定基準の3の(1)中 r60 0万円Jを r85 0万円j

に r43 O. 5万円Jを r655.5万円j に改める。

2 認定基準の別表2中「前年若しくは前々年源泉徴収票……

表右欄に掲げる書類j を次に改める。

「前年若しくは前々年の源泉徴収票、課税証明書、確定申

告書等収入額及び所得額を確認することができる書類又は

認定対象者が次の表左摺に掲げる者である場合にあっては

表右欄に掲げる書類」



(2)認定の方法 I (2)認定の方法

これらの認定については、受給権者からの申出及び生計維持認定対| これらの認定については、受給権者からの申出及び生計維持翠定対

象者の状況に応じ別表之の書類の提出文は提示を求め行うものとす Ii象者の状況に応じ別表 2ーの書類の提出文は提示を求め行うものとす

る。
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る。

0事実婚関係の認定について

(昭和五五年五月一六日)

(庁保発第一五号)

(各都道府県知事あて社会保険庁年金保険部長通知)

厚生年金保験法の保険給付、国民年金法の給付及び船員保険法の

保険給付(老齢、蕗疾、脱退及び死亡に関するもの(葬祭料を除く。)

に限る。)を受ける権利に関して、これらの法律にいわゆる「婚姻の

愚出をしていないが、事実上婚姻関係と問様の事情にある者J(以下

「事実婚関係にある者」という。)の認定を、今後次により行うこと

としたので通知する。

なお、昭和二六年九月二九日付保文発第三、八三一号、昭和二九

年九月二七日付保文発第一O、七三六号、昭和三五年一月一八日付年

発第一五号(1及び3の項に限る。)及び昭和三五年一月一八日付年福

発第一四号の各通知はそれぞれ廃止する。



5事実婚関係

(1)認定の要件 I 1 認定の要件

事実婚関係にある者とは、いわゆる内縁関係にある者をいうのであ i事実婚関係にある者とは、いわゆる内縁関係にある者をいうのであ

り、内縁関係とは、婚姻の届出を欠くが、社会通念上、夫婦としての|り、肉繰関係とは、婚姻の届出を欠くが、社会通念上、夫婦としての

共同生活と認められる事実関係をいい、次の要件を備えることを要す|共同生活と認められる事実関係をいい、次の要件を備えることを要す

るものであること。/るものであること。

ill 当事者間に、社会通念上、夫婦の共同生活と認められる事実関係 111よ 当事者間に、社会通念上、夫婦の共同生活と認められる事実関

を成立させようとする合意があること。 I 係を成立させようとする合意があること。

② 当事者間に、社会通念上、夫婦の共同生活と認められる事実関係 1m.当事者間に、社会遥念上、夫婦の共同生活と認められる事実関

が存在すること。 I保が存在すること。

~除外の範囲

前記斗Lの翠室金要件を満たす場合であっても、当該内縁関係が反

倫理的な内縁関係である場合、すなわち、民法第734条(近親婚の制

2 除外の範囲

前記Lの要件をみたす場合であっても、当該内縁関係が反倫理的な

内縁関係である場合、すなわち、民法第 734条(近親婚の制限)、第

眼)、第 735条(直系姻族問の婚姻禁止):又は第 736条(養親子関係者間 /735条(直系婚族聞の婚姻禁止)又は第 736条(養親子関係者間の婚姻

の婚姻禁止)の規定のいずれかに違反することとなるような内縁関係 |禁止)の規定のいずれかに違反することとなるような内縁関係にある

にある者(以下「近親婚者j という。)については、これを事実婚関 i者については、これを事実婚関係にある者とは認定しないものとする

係にある者とは認定しないものとすること。 Iこと。

ただし、厚生年金保険法、国民年金法、船員保険法による死亡を支

給事由とする給付(未支給の保験給付及び未支給年金を含む。)及び

加給年金額並びに振替加算の生計維持認定対象者及び生計同一認定対

象者に係る生計維持関係等の認定において、次に掲げるすべての要件
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に該当する近親婚者については、過去の判例を踏まえ、日本年金機構

本部及び厚生労働省年金局に対し、その取扱いについて協議を行うも

のとすること。

① 三親等の傍系血族関の内縁関係にあること。

② 内縁関係が形成されるに至った経緯が、内縁関係が開始された当

時の社会的、時代的背景に照らして不当ではないこと。

③ 地域社会や庖圏に抵抗感なく受け入れられてきた内縁関係である

三主L

④ 内縁関係が長期間(おおむね40年程度以上)にわたって安定的に

継続されてきたものであること

3 重婚的内縁関係の取扱い【6(1)に記載】

届出による婚姻関係にある者が重ねて他の者と内縁関係にある場

合の取扱いについては、婚姻の成立が居出により法律上の効力を生ず

ることとされていることからして、届出による婚姻関係を優先すべき

ことは当然であり、従って、届出による婚姻関係がその実体を全く失

ったものとなっているときに限り、内縁関係にある者を事実婚関係に

ある者として認定するものとすること。

なお、内縁関係が重複している場合については、先行する内縁関係

がその実体を全く失ったものとなっているときを除き、先行する内縁

関係における配偶者を事実婚関係にある者とすること。

ill離婚後の内縁関係の取扱い |主離婚後の内縁関係の取扱い

離婚の届出がなされ、戸籍簿上も離婚の処理がなされているにもか| 離婚の届出がなされ、戸籍簿上も離婚の処理がなされているにもか

12 



かわらず、その後も事実上婚姻関係と同様の事情にある者の取扱いに iかわらず、その後も事実上婚姻関係と同様の事構にある者の取扱いに

ついては、その者の状態が前記~の認定の要件に該当すれば、これ|ついては、その者の状態がLの認定の要件に該当すれば、これを事実

を事実婚関係にある者として認定するものとすること。 I婚関係にある者として認定するものとすること。

(4)認定の方法

これらの事実婚関係及び生計同一関保の認定については、 3の(1)

の①によるものとし、受給権者、生計維持謬定対象者及び生計同一認

定対象者からの申出並びに別表 5の書類の提出を求め行うものとす

ゑL

6 重婚的内縁関係

(1)認定の要件

3 重婚的内縁関係型車霊位{再掲]

届出による婚姻関係にある者が重ねて他の者と内縁関係にある場合 j 届出による婚姻関係にある者が重ねて他の者と内縁関係にある場

の取扱いについては、婚姻の成立が扇出により法律上の効力を生ずる|合の取扱いについては、婚姻の成立が届出により法律上の効力を生ず

こととされていることからして、届出による婚掘関係を優先すべきこ iることとされていることからして、届出による婚姻関係を優先すべき

とは当然であり、従って、届出による婚姻関係がその実体を全く失つ|ことは当然であり、従って、届出による婚姻関係がその実体を全く失

たものとなっているときに限り、内縁関係にある者を事実婚関係にあ!ったものとなっているときに限り、内縁関係にある者を事実婚関係に

る者として認定するものとすること。 Iある者として認定するものとすること。

なお、内縁関係が重複している場合については、先行する内縁関係| なお、内縁関係が重複している場合については、先行する内縁関係

がその実体を全く失ったものとなっているときを除き、先行する内縁|がその実体を全く失ったものとなっているときを除き、先行する内縁

関係における配偶者を事実婚関係にある者とすること。 I関保における配偶者を事実婚関係にある者とすること。
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0事実婚関係の認定事務について

(昭和五五年五月一六日)

(庁保発第一三号)

(各都道府県民生主管部(局)保険・盟民年金課(部)長あて社会保険庁

年金保険部厚生年金保険・国民年金園業務第一幽業務第二課長連名通

知)

事実婚関係の認定については、本日庁保発第一五号をもって社会保

険庁年金保険部長から各都道府県知事あて通知されたところである

が、届出による婚姻関穏と内縁関係が重複しているいわゆる重婚的肉

縁関係に係る事務については、今後次により行うこととしたので、遺

E憾のないようにされたい。

ill r届出による婚姻関係がその実体を全く失ったものとなっている IJ 重婚的内縁関係に関し、前記年金保険部長通知の 3にいわゆる「届

ときj には、次のいずれかに該当する場合等が該当するものとして|出による婚姻関係がその実体を全く失ったものとなっているときj に

取扱うこととすること。 Iは、(1)当事者が離婚の合意に基づいて夫婦としての共同生活を廃止し

Z 当事者が離婚の合意に基づいて夫婦としての共同生活を廃止 iていると認められるが戸籍上離婚の届出をしていないとき全斗註一方

していると認められるが戸籍上離婚の届出をしていないとき |の悪意の遺棄によって夫婦としての共同生活が行われていない場合で

イ 一方の懇意の遺棄によって夫婦としての共同生活が行われてい!あって、その状態が長期間(おおむね 10年程度以上)継続し、当事者双

ない場合であって、その状態が長期間(おおむね 10年程度以上) I方の生活関係がそのまま固定していると認められるとき等が該当する

継続し、当事者双方の生活関係がそのまま国定していると認めら|ものとして取扱うこととすること。

れるとき

金一工夫婦としての共同生活の状態にないLといい得るためには、次| 皇室L 夫嬬としての共同生活の状態にないといい得るためには、次
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に掲げるすべての要件に該当することを要するものとすること。

ア 当事者が住居を異にすること。

イ 当事者間に経済的な依存関係が反復して存在していないこと。

に掲げるすべての要件に該当することを要するものとすること。

立よ 当事者が住居を異にすること。

笠よ 当事者聞に経済的な依存関係が反復して存在していないこと。

立 当事者聞の意思の疎通をあらわす音信又は訪問等の事実が反復|笠L当事者間の意思の諜通をあらわす音信文は訪問等の事実が反復

して存在していないこと。 して存在していないこと。

(2)重婚的内縁関係に係る調査

重婚的内縁関係にある者を「婚掘の届出をしていないが事実上婚姻 If重婚的内縁関保にある者を f婚掘の届出をしていないが事実上婚

関係と間様の事情にある者」として認定するには、届出による婚姻関|掘関係と同様の事情にある者Jとして認定するには、届出による婚姻

係がその実体を全く失ったものとなっていることを確認することが必|関係がその実体を全く失ったものとなっていることを確認すること

要であり、このため、次の調査を行い、その結果を総合的に勘案して|が必要であり、このため、次の調査を行い、その結果を総合的に勘案

事実婚関係の認定を行うものとすること。 Iして事実婚関係の認定を行うものとすること。

なお、この調査は、相手方の任意の協力を得て行うものであるとと| なお、この調査は、相手方の任意の協力を得て行うものであるとと

もに、本人のプライバシーに関係する問題でもあるので、模重に取り|もに、本人のプライパシーに関係する問題でもあるので、模重に取り

扱うものとすること。 I扱うものとすること。

また、この調査は、裁定事務の一環として行われるものであるとこ

ろから、厚生年金保険法の保験給付(脱退手当金を除く。)及び船員保

践法の保険給付(老齢、廃疾及び死亡に関するもの(葬祭料を除く。)

に限る。)に関しては、当庁において行い、国民年金法の母子年金、

準母子年金及び死亡一時金に関しては、各都道府県において行うもの

であること。

ill 戸籍上の配偶者に対して、主として次の事項について、婚姻関係|旦よ戸籍上の配偶者に対して、主として次の事項について、婚姻関

の実態を調査すること。 I 係の実態を調査する。
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なお、戸籍上の配偶者の住所は、戸籍の附票(住民基本台帳法第

16条~第 20条参照)により確認することとする三ι。

ア 別居の開始時期及びその期間

イ 離婚についての合意の有無

ウ 別居期間中における経済的な依存関係の状況

エ 別居期間中における音信、訪問等の状況

なお、戸籍上の配偶者の住所は、戸籍の附票(住民基本台帳法第

16条~第 20条参照)により確認することとする。

ア ~Il居の開始時期及びその期間

イ 離婚についての合意の有無

ウ 別居期間中における経済的な依存関係の状況

エ 別居期間中における音信・訪問等の状況

金一一輩記②による調査によっても、なお不明な点がある場合には、い I(2) (立による調査によっても、なお不明な点がある場合には、いわ

わゆる内縁関係にある者に対しでも翻査を行う三よ。 Iゆる肉縁関係にある者に対しでも調査を行う。

盛厚生年金保険法及び船員保技法の未支給の保険給付並びに国民年 I~ 厚生年金保険法及び船員保険法の未支給の保険給付並びに国民年

金法の未支給年金についても同様の取扱いとすること。 金j去の宋支給年金についても同様の取扱いとすること。

この取扱いは、平成23年4月 1日から適用するものとすること。 4 この取扱いは、昭和 55年6月1日から適用するものとすること。
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別表 1 生計維持関係等の認定日関係

認定?の区分 平一三一 : 
ill 受給権発生日 歪豊

老齢厚生年金に係る謹 ; 

@ 加給年金額の加算開:

始事由に該当した日 j 

老齢基礎年金に係る j孟
@ 振替加算の加算開始 j

事由に該当した田

山 障害時加算改善 法 盟 1 

4 一一 施行自の前日 ; 

⑦i翻目、出生日又は出籍謄(抄)本又は登録原票(

養子縁組日 j記載事項証明書 ; 

@事実婚関係の開始逗れぞれの住民票(世帯全 j

日 j員)の写、男IJ表 6に掲げる書:

&正 取は事実婚関保の開始B

;に保る第三者(民生委員、病;

!院長、施設長、事業主、隣人j

i等であって、受給権者、生計;

j維持認定対象者及び生計同
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孟五対象者の民法上の三;

)親等肉の親族は含まないJ
i下問じ。)の証明書一

⑨生計同一関係の開 iそれぞれの性民票(世帯全 j 

盈B 員)の写、別表4に掲げる書類;

;文は生計同一関係の開始日 ; 

iに係る第三者の証明書 ; 

@収入又は所得が減 j源泉徴収票、翻証明書又はj

少した年の翌年の初 j確定申告書等収入額及び所 i 

日(ただし平成23年r:.i得額を確認することができる ; 

あってはほ 31日) 題 ; 
@今後見込まれる収労働契約書、労働条件通知 ; 

入が恒常的に減少す書、雇用契約書文は役員報融 j

ることが確定した日 i改定を議決した議事録の写 ; 

何時戸示品目一問時点長時時三五
の翌日 !用保険受給資格者証文は役 j

j員変更・退任を議決した議事 ; 

j録の写若しくは事業主が発行;

iした退職証明書 ! 
ゐ山両信五三扇面切玩不
業の解散目、廃業日 j登記簿謄本
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文は休業日の翌日 酒、解散・休業等異動再む

;記載がある法人税・消費税異!

;動届文は事業廃止を議決した j

;議事録の写

@その他⑦-@に準;その他事実発生日を証する j 

主週 金 盤 ; 
一一一一註I-一層る点漏元自茎

盆ニ立 ;は歯科医師の診断書

盆二主

児童扶養手当の鎮の

決定月、改定月又は容

止月の前月の末日

届出日 手du=，ハ..，...，一一回一…ー丑}

i扶養手当額改定通知書の写 i
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別表 2 生計同一に関する認定関係

一 一 一 一一一て-γ一一一一一一 一一一一一一一一一一一一一

認定対象者の状対 τ 提出書類 ; 

区分 ; 

①ーア 問票(世帯全員)の写

①ーイ !a それぞれの住民票(世帯全員)の写 ? 
Ib 別世帯となっていることについての理由竺

①ーウー(ア) a それぞれの住民票(世帯全員)の写

!b 同居についての申立書 ; 

lc 別世帯となっていることについての理由書 j

H 第三者の証明書又は別表 41割る書類 ; 

弘三五一一元ーモ五五両民主i日告而~
ib 別居していることについての理白書 i 

C 経済的援助及び定期的な音信、訪問等につ;

( い て ー
d 第三者の証明書文は別表 4に掲げる書類

②ーァ ;住民票(世主全員向写 [ 

②ーイ !それぞれの住民票(世帯全員)の写 1 
②ーウー(ア) i a それぞれの住民票(世帯全員)の写 ; 

:b 同居についての申立書

20 

別表1生計同一に関する認定関係

;認定対象者の状況 提出書類

;区分

トァ ;住民票(世帯全員)の写

j①ーイ a それぞれの住民票(世帯全員)の写

b }JIJ世帯となっていることについての理由書 E

ぶ;ウー(ア a それぞれの住民票(世帯全員)の写一

b 同居についての申立書

!c 民生委員等第三者の証明書文は服 3に掲

げる類

d }JIJ世帯となっていることについての理由書 j

な〉ーウー(イ) ! a それぞれの住民票(世帯全員)の写

b 民生委員等第三者の証明書文は期表3に掲 i

担金量翠

I_C __ 別居していることについての理由書

②ーア ;住民票(世帯全員)の写

;②ーイ jそれぞれの住民票(世帯全員)の写
円一 ν一一一一一一一一一一一一γ一一一… v一一一一一一一………一一時一一一一一一一怖ご…一一

②ーウー(ア a それぞれの住民票(世帯全員)の写

ib 同居についての申立書



:c 第三者の証明書文は別表4に掲げる書類 ? 

②ーウー(イ) !a それぞれの住民票(世帯全員)の写 ; 

IB 経済的援助についての申立書

L~ 第三者の証明書又は刻表4に掲げる書類

別表 3 収入に関する認定関係

c 民生委員等第三者の証明書文は別表 31三掲一:

担謹翠

{ふウー(イ) 元それぞれの住民票(告書全員)の写 ; 

lj:J 民生委員等第三者の証明書文は別表3に掲

;げる類

別表 2 収入に関する認定関係

1 本文生の(1)の盤強のア文はイに該当する者に添付を求めるも 1 本文乏の(1)のア又はイに該当する者に添付を求める書類

類

前年若しくは前々年の源泉徴収票ュ一課税証明書、確定申告書等収| 前年若しくは前々年の源泉徴収票蓋」三且課税証明書又は認定対

入額及び所得額を確認することができる書類又は認定対象者が次 |象者が次の表左欄に掲げる者である場合にあっては表右欄に掲げる

の表左欄(ただし、認定対象者が障害厚生年金及び障害基礎年金に|書類

係る生計維持認定対象者である場合にあっては、次の表(1)の③及

び(2)の④の適用は除く。)に掲げる者である場合にあっては表右

欄に掲げる書類
一 一 一 一 一 一 一 一 一

象対定認

者

提示書類認定対象者の状況

五色信者石五言尋問ゐ語読…保持禄民主
父母 ;話国民年金の第3号事長;言3号被保険者認起点日

祖父母;険者 ;文は年金手帳(第 3号被保 j

認定対象; 認定対象者の状況 ; 提示書類

i者

!配{高者 ① 健康保験等の被扶養者;健康保険被保険者証等

;父母

i祖父母
;② 国民年金の第 3号 被 保 持3号被保険者認定通知書;

;険者 ;又は年金手帳(第 3号被保;
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: 戸 でー 記…のに限る。

jd両誌の時点吉一言自喜志示釘高知喜一一(
; 対象者又は加算額対象者

i④一…え語語一学生納付特例者又は若年 知書又は国民年金保険料免;

; 者納付猶予者 j除申請承認通知書等

;⑤生活保護受給者 得議開始決定通知書 一
亙干京高弱点扇面一一一掃一一一一一一一

;面白需品弘主長瓦臨時再開時布告…一て

(品語塾一両面函言
j④公的年金の加給年金額汗金証書及び裁定通知書 ; 

i 対象者又は加算額対象者 I

2 本文の 4の(1)の⑦及び②のウ文はエに該当する者に添付を求め

る書類

前年若しくは前々年の源泉徴収票と一課税証明書、確定申告書等収入

額及び所得額を確認することができる書類並びに当該事情を証する書

類等
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:険者である旨の記載があ

;るものに限る。)

I@ 公的年金の加給年金額返金証書足時定通知書 ; 

;対象者又は加算額対象者 ; 

j④ 国民年金保険料免除者;菌民年金保険料免除該当 1 

i通知書又は国民年金保険 ; 

!料免除申請承認通知書

;⑤生活保護受給者 謀議開始決定通知書

瓦・孫 ;① 義務教育終了前 ;不要

②健震保険等の被扶養者;健震保険被保険者証等

;③ 高等学校等在学中 ;在学証明書又は学生証 j 

「一一一一一一一一一一一一一一一一一一一γ一一一一一一一一一一一一一一一一一;
;④ 公的年金の加給年金額;年金証書及び裁定通知書

;対象者又は加算額対象者

2 本文の 3の(1)のウ又はエに該当する者に添付を求める書類

前年若しくは前々年の源泉徴収票蓋与三j主課税証明書並びに当該

事構を証する書類等
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【坂入額等の改正通知]

0生計維持関係等の認定基準の一部改正について

(平成6年 11月9日)

(庁文発第3235号)

(都道府県民生主管部(昂)保険主管課(部)長・国民年金主管

課(部)長あて社会保険庁運営部年金指導課長通知)

生計維持関係の認定に関する収入要件については、平成6年

1 1月9日庁保発第三六号「国民年金法等における遺族基礎年

金等の生計維持の認定に係る厚生大臣が定める金額についてJ

をもって運堂部長から都道府県知事あて通知されたところで

あるが、この厚生大臣が定める金額の引上げに伴い、昭和61 

年4~30B庁保険発第 29号 f生計維持関係等の認定基準及

び認定の取扱いについてJの一部を次のように改正し、平成6

年 11 ~ 9毘より適用する。

1 認定基準の3の (1 )中 r60 0万円Jを r85 0万円j

に r430.5万円j を r655. 5万円Jに改める。

2 認定基準の別表2中「前年若しくは前々年源泉徴収票……

表右欄に掲げる書類j を次に改める。

f前年若しくは前々年の源泉徴収票、課税証明書、確定申

告書等収入額及び所得額を確認することができる書類又は

認定対象者が次の表左欄に掲げる者である場合にあっては

表右欄に掲げる書類」



別表4 生計同一関係を証明する書類(別表 1及び別表 2関係)

事項 ---------三空二三
①健康保険等の被扶養者になっている場;健産保険被保険者証等の ; 

j写

一一一一ート…一一一一一一一一一一→
②給与計算上、扶養手当等の対象になっ給与簿文は賃金台帳等の ; 

ている場合 i写

蚕弘瓦j題点{三五二;5d子源開時元土言語瓦1
;等の写 i 

蚕扇面i逗訪ね函一一一一;長会主語7叩来通;出品叡ii;
j現金書留封筒等の写

⑤その地①~④に準ずる場合 ;その事実を証する書竺J
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別表 3 第三者の証明書に代わる書類

事項 j 提出書類

γ一一一一一一一一一一一一町一一一一一一一一一一…一一一一一一一昨一一γ一…ー一一一一一一一一一一一一町一一一一…--，
ICD健療保険等の被技養者になっている i健康保険被保験者証等の

;場合 ;写
函記;足元福元会両長雨時尚一:
!ている場合 ;写

:扇漏三函亙註霊詰訴叩長点J己こ示吾示己瓦民民¥一辰釘忌i逼謀説品瓦一一一
;薄等の写

;面前1=孟:金瓦扇面一一一一;言語説会主張語:

j⑤その他①~④に準ずる場合 ;その事実を証する書類 i 



別表 5 事実婚関係及び生計同一関係に関する認定関係

本文5の(1)に該当する者に添付を求める書類

婚掘の意思についての当事者それぞれの申立書(当事者が死亡してい

る場合にあっては死亡者に係る婚姻の意患についての第三者の証明書o

ただし、当事者の一方が、死亡者が受給していた公的年金に係る加給年

金額対象者であり、かつ、死亡の当時、当該受給権者と同居していた場合

にあっては、この限りではない。)及び認定対象者が次の表左欄に掲げる

者である場合にあっては表右欄に掲げる書類

認定対象者の状況 量出霊翠

五五一一一一雨量晶玉員両五一一一一一「

⑤ここ〔

①ーウ一(ア)

jaそれぞれの住民票(世帯全員)の写

!2別世帯となっていることについての理由書

jc第三者の証明書文は別表 6に掲げる書類

I~ それぞれの住民票(世帯全員)の写

出向居についての申立書

lc 住民票上別住所となっていることの理白書

;d第三者の証明書及び別表6に掲げる書類

①ーウー(イ) ;aそれぞれの住民票(世帯全員)の草 i 

Ib男IJ居していることについての理由書
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I.~経済的援助及び定期的な音信、訪問等につい j
; ての申立書

;d第三者の証明書及び別表 61こ掲げる書類
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別表 6 事実婚関係及び生計同一関係を証明する書類(別表 1及び見IJ

表 5関係)

一一読おお仏語一…「一一 一 亙 主 主 一 一 一

金健康保険の被扶養者になってい 語康保険被保険者証の写 ; 

盃彊金
一一一一 一一一一一 一一…一一一一一一 一一一伊一一一一一…J一風一一一一一一一一--一一一一一m 一 一一一 一一「ール一一時 2 

②給与計算上、扶養手当の対象にな:給与簿又は賃金台帳等の写

っている場合
一一一一一一一一一一切吋一一一一一占町司一一一E一一一回一吟町一一一由一ー仙一寸ω一一一一一一一一日目町一一一一一一句一一一畑一一一…ω一一一一一一叫ー;
③同一人の死亡について、他制度か組制度の遺族年金証霊童金星 i 

ム遺族給付が行われている場合 ; 

面手丈長室主iJf.主主---c1-~'j;JiJq)'Ij宅金均等ゐ主唱えi王手記?
に行われている場合 j披露宴の実施を証する書類 ; 

謀長長i元石品画一掃忌LFZ必面瓦
j類(会葬御礼の写等)

⑥その他①~⑤のいずれにも該当 (その地内縁関係の事実を証する

しない場合 ;書類(連名の郵便物、公共料金

;の領収証、生命保険の保険証、

;未納分の税の領収証又は賃貸母

i契約書の写等2.
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特段の事情 平成19年判例の事実関係 20年東京地裁の事実関係 -倖件
①、内縁関係にあった当事者(以下.内縁の ①亡Xの実父で，原告の養父Iま子供服の仕立て職人で，亡Xも船 ①社会保険審査会の公開審理までに地域的特性に関

参考 夫をrAJ.内縁の婆をr9Jという。)の実家は 員であり，いずれも後Z等継も者おをら必ず要.I とする職業ではない. する主張はない。
いずれも農業を嘗んでいた。

②農業を営む親戚等 いr農た業地後滋継』で者もをな確く保，そすのるよたうめな親慣族 ②亡-の生まれた家、親戚等にも農業を営む者がい
② A及びBの周囲には，代々農業で生針を 聞の婚姻が少なからず行われて るとの主張lまない。
立てている者が多(.そのような地械的な特 行が存する社会的，時代的背景は何ら存しない。

③がな亡い・・状E況が下戦で地、か原ら告帰とっ知てりき合たいが、、女性と交際する機会
性から，貌威同士で結婚する例も多くあった。 ③原告と亡Xが成育したI県M町lま，昭和20年当時から市街地を 交際が始まった(Ii:
③ A及びBの近い貌戚の中には，いとこ同 形成しており，農村地帯ではなかった。 状3ページ)。
士で結婚した夫婦が2絶あったほか.A及び ④生活M改市善史運に動よでるあとり，昭和20年代に婦人会に課された中心課題は ④た経社緯会に保つ険い審て査『会子の供審が理でにきちおゃいってた、原告は内縁に至っ
Bの知っている範闘でも，おじと獲で事実上 .当時.生活改善実践目標として強〈取り上げ た経緯 し』、r5llJlこ理由って

地繊的特性
の夫婦として生活する者がAの勤務先で2組. られた問題の一つに『家族霞計Jがある。これは新しい家庭像のあ ないけど、(中路)いつの聞にかそうなった』と陳述{甲&
親戚!こ1組あった. り方を考える問題で，主として保健所の指導が中心となって青年国 6ページJ

女子グループや若棄の綴織を対象に運動がすすめられていたたと ⑤甲4号llEにおいて、原告らが肉縁関係を開始したと主
あることか親ら族も問.1日M町周辺地嫌には，婚姻について健全な風習が
存在し， の婚姻を受け入れるような土穫はなかったと認めら

張高すいこると昭を和主2張2年す~る。27年頃に近親婚を開始した笥合が

る。

【比較結果】 公開審理における原告の陳述(よ記④)や、地標的な特
平成19年判例の事業と本件とでは，平成19年事l例における農業後継者を要することから親族問の婚姻が慣行的 磁性の主張Iまないこと、亡圃圃が厚生年金保険の被保

になされていた農村地轡であるというような地域的な特録性もさることながら，社会的，時代的脅景が全く異なつでい 険者であり、農業後継者を要するといった事情もなく‘ 1
る。 9年判決とlま異な90

① A及び91ま，昭和33年12月末ころから約 ①原告と亡XIま.H県A市において.昭和43年から平成18年まで

申れ②5い7たず原鹿隼れ咽告告調もと臨にa亡亡わ・時圃圃た跡・・っ頃E蜘寵てまか処‘聞事ら長しに実圃里て‘上1い男跡盆@る2表死ヰ入.楊・亡、女EとすしTがるて人S平E生の知成活子す2し供0るた年が】園1ま量J{~で生Eのまし、42年間にわたり事実よの失婦として生活し 約38年間.事実上の夫婦として生活した。
た。 ②原告と亡Xの聞には子供1まいない，
② AとBの間に長男，長女が誕生し.いずれ

共同生活期間. もAが認知していた。
子の有無

【比較結果1 共同生活の期間iま最高議事j例を上回り、子どもが有り、
共間生活の期間及び子の有無の点で.筒者Iま異なっている。 最高毅判例と同様と言える。ただし、最高裁判例には、

A(亡失)とその前妻(離婚)の聞に生まれた子があり、内
縁に入ったきっかけの一つに、この幼児の養育があった。

① AとBが生活していた土地は，いずれも農
。土会保険審査会の審理までに、周囲の受け止め方に

業が盛んな地域であり，婚姻習俗の特性とし
関する主張lまない。
②社会保険審査官からの照会に対する回答として「昭和

て，親が婚姻の決定権を持っており，本人自 ①亡Xと原告が居住していた地様(M市及びA市)においては，亡
26年から平成20年まで同居したこと1、r親から結婚を

身lま誰と結婚するかについて決定権を持つこ X及び原告が，自発的に肉縁鰐係にあることや叔父と姪の関係に
とがほとんど不可能であった。 あることを周固に口外しない限り，近隣住民等局圏及び地域社会

勧められ、お互い独身だったので結婚した』とある。
③役場では、全員が同じ戸籍に入る方法として、義子縁

②いとこ詞士の婚姻を筆頭として肉婚(親族・ において原告らの関係が知'られる状況ににはあなるかこっとたと考えられる。 組をすることによって可能であることを説明している{訴
聞の婚姻)的な傾向が強い。 ②実際.亡Xと原告が叔父と姪の関係 を公にしたのは，

状5ページ)。
周腐の受け止 ③このような婚姻慣行・婚姻意織を有する A市で共同生活を始めてから17年こほとどが経あ過っしたてたいた昭和60年ころ， ④2人の結婚式には親戚一向が参列し祝福された(訴

め方 地域においては，非常に近い姻戚関係での 亡Xが民生委員に推薦されるという めであった。
状4ページ)。

結婚がむしろ受け容れられる土壌にあったこ ⑤周囲から「おしどり夫婦Jと評された(訴状4ページ〕。
とがそれぞれ認められる。

くただし、いずれも事実関係を恕するものはない〉

【比較結果】
地場住民等周囲との関係についてみても，最高裁平成19年判決の事業が.内縁関係にある夫錫が叔父と姪の関 原告が税法上の被扶養配偶者であった、健康保険の配

係にあることを.親戚のみならず，よ記夫婦が居住し，かつ生活していた地域住民においても公然の事実として受け 偶者であった、国民年金法よの第3号被保強者(=健康
入れられていたのに対して，本件においては，このような事情が認められないという点で.両者iま金〈状況を異にして 保険の被扶養配偶者)であったといった主張もなく、地媛

いる。 社会においても公然の事実として受け入れられたといっ
た事情Iま認められず、最高裁判例とは異なる。

49 


